
 

『インボイス通達の制定―国税庁 適格請求書等保存方式の取扱い』 
 

 

 国税庁はこのほど、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通

達」を制定し、合わせて申請書等の様式やＱ＆Ａも公表した。 

 適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が仕入税額控除の要件で、交付できる

のは、税務署が適格請求書発行事業者として登録した課税事業者。３３年１０月１日から登録申請書を

提出することができ、同方式が導入される３５年１０月１日に登録を受けるための提出期限は３５年３月３

１日となっている。適格請求書発行事業者には、取引の相手方の求めに応じて適格請求書を交付し、そ

の写しを保存する義務が課される。記載事項は、取引内容、税率ごとに合計した

対価の額及び適用税率、消費税額など。仕入税額控除を受ける買手側は、一定

の事項を記載した帳簿や仕入明細書等の保存も必要となるが、請求書等の交

付を受けるのが困難な取引に対しては帳簿のみで仕入税額控除が認められ

る。なお、免税事業者等からの課税仕入れについては経過措置が設けられてい

る。制度導入後の売上税額及び仕入税額の計算は、積上げ計算と割戻し計算

のいずれかを選択できるが、積上げ計算を選ぶ場合は売上税額と仕入税額の

両方に適用しなくてはならない。 

 

 『設備投資額、当初計画では微減 今年度、中小製造業―日本公庫』 
 

 

 日本政策金融公庫は４月に中小製造業を対象に設備投資動向調査を実施。２０１８年度の国内設備

投資額が、当初計画では１７年度実績を３．６％下回るとの調査結果を明らかにした。ただし、前年同時

期に策定された１７年度当初計画と比較すると、これを１０．８％と２ケタも上回る。 

 １８年度当初計画を前年度実績と比較すると、業種別では非鉄金属の３９．８％増を筆頭に、鉄鋼（１７．

０％増）、印刷・同関連（８．５％増）、金属製品（４．６％増）、木材・木製品（３．２％増）、化学（１．９％増）

の６業種で増える。内容別にみると、「機械・装置」の割合が６１．７％と、前年度実績の５５．９％から拡大

する。目的別では、「新製品の生産、新規事業への進出、研究開発」や「省力

化・合理化」などの割合が増え、「更新、維持・補修」や「能力拡充」などの割合

が減る。一方、１７年度実績は、国内設備投資額は前年度実績を７．０％上回っ

た。全１７業種中、１２業種で増えた。内容をみると、「機械・装置」の割合が５５．

９％と最も高く、次いで「建物・構築物」（２８．２％）となった。目的をみると、「更

新、維持・補修」の割合が３５．３％と最も高く、次いで「能力拡充」（３１．３％）、

「新製品の生産、新規事業への進出、研究開発」（１３．８％）の順。 

 
 出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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